
ステップ４ 

４－１ 右上の【マップを表示】に戻り、真ん中上に表示されている【任意のマップを選んで表示】の中に入

り、【土砂災害リスクマップ】を選び、右上の【表示】を押す。 
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ステップ４ 

４－１ 右上の【マップを表示】に戻り、真ん中上に表示されている【任意のマップを選んで表示】の中に入

り、【土砂災害リスクマップ】を選び、右上の【表示】を押す。 
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４－２ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 
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黒枠
印刷範囲

 

４－２ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 

★印刷資料★ 

⑤土砂災害リスクマップ 
※なお、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区

域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています。 
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ステップ５ 

５－１ 滋賀県庁内の【流域治水政策室】（http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/）のホームページを開く。 
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５－２ 左のサブメニューの下から二つ目に【浸水警戒区域】をクリックして開く。 66



５－３ 左のサブメニューに現在指定されている地区が表示されているので、対象物件が該当するか確認。 

住所地が該当する⇒５－４へ 

住所地が該当しない⇒終了 
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５－４ 地区名をクリックし、【浸水警戒区域の表示】で表示された図面をＡ３で印刷する。 
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５－４ 地区名をクリックし、【浸水警戒区域の表示】で表示された図面をＡ３で印刷する。 

★印刷資料★ 

⑥浸水警戒区域の表示図面 
※なお、浸水警戒区域は建築基準法の災害危険区域となり、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域

内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています。 
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水害リスク提供時の
表紙様式(A4ｻｲｽﾞ)

この様式を表紙にして
先ほど印刷した図面を
添付し、水害リスク情
報の説明および資料の
提供を行ってください。

大戸川
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水害リスク提供時の
表紙様式（裏面）

表紙の裏面には
図面の解説を

記載しています。
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水害リスクに関する
重要事項説明書作成時の注意事項

「添付書類」欄に「水害リスク関連資料」を記載する。

浸水実績がある場合は、「浸水等の被害」欄に記載する。

浸水警戒区域は「災害危険区域」なので、浸水警戒区域
内の物件の場合は重要事項の説明を行う必要がある。
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今日の資料はすべてホームページ
に掲載しています

滋賀県流域治水政策室のホームページ

宅地建物取引業
者の皆様へ



流域治水政策室HP
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/index.html

滋賀県防災情報マップ
http://shiga-bousai.jp/dmap/

水害情報発信－水害の記録と記憶－
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/ryuiki/hanran/
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お問い合わせ

滋賀県 流域治水政策室

Tel: 077-528-4291,4293  

E-mail: ryuiki@pref.shiga.lg.jp

滋賀県の水害リスク関連WEBサイト

水害リスクの情報提供に
ご理解ご協力いただきますよう

お願いします。


